
「市基準」と「統一的な基準」の相違について

市税等※1及び国・府支出金の計上方法

・市　 基　 準 ：行政コスト計算書の収益として計上
・統一的な基準：純資産変動計算書の純資産の増加として計上
 ※1：市税のほか、地方交付税、地方譲与税・交付金、国民健康保険等保険料など

　この違いにより、下図のように「行政コスト計算書」と「純資産変動計算書」において差が生じている

　
※2：統一的な基準において、「市税等」は「税収等」、「国・府支出金」は「国県等補助金」と表記されている

　市基準 統一的な基準

市基準

前年度末 前年度末

当年度末 当年度末

統一的な基準

当年度変動額

○当年度収支差額

（行政コスト計算書の動き）

○その他変動額

（貸借対照表の動き）

本年度純資産変動額

○本年度差額（行政コスト計算書の動き）

・純行政コスト（マイナス）

・財源（純行政コストに充当）

市税等※2

国・府支出金※2

○資産等の変動（貸借対照表の動き）

「前年度末」「変動額」「当年度末」はそれぞれ同額となる。

＝

＝

＝

収益が多くなり、収支差額はプラスとなる

市税等※2

国・府支出金※2

経常収益
経常費用 経常費用

市税等

国・府支出金

経常収益

収益が少なくなり、収支差額はマイナスとなる

【計上の考え方】

◆市基準

企業会計に近い形で、行政コスト計算書の中で一会計期間の全ての収益と費用を対応させ、行政コスト

が税収等によって賄われているかを示すことに重点を置くという考え方から、市税等及び国・府支出金を

行政コスト計算書の収益に計上する

◆統一的な基準

市税等及び国・府支出金は行政サービスの対価として得られるものではないため、行政コスト計算書の

収益に計上せず、純資産変動計算書において純行政コストの財源として計上する
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純資産変動計算書
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 その他の主な相違
区分 市基準 統一的な基準

作成の単位

大阪市会計規則第112条の２に基づき、一般会計及び大
阪市特別会計条例に規定する特別会計それぞれについ
て作成する。
また、各所属所管の会計に第三セクター等の関連団体
を加えた「所属別連結財務諸表」を作成し、これをも
とに「連結財務諸表」を作成する。

一般会計及び公営事業会計以外の特別会計（地方公共
団体の財政の健全化に関する法律第２条第１号に規定
する「一般会計等」）を「一般会計等財務書類」とし
て作成することとされており、大阪市においては、一
般会計に母子父子寡婦福祉貸付資金会計、心身障害者
扶養共済事業会計及び公債費会計を加えて作成する。
その他の政令等特別会計は準公営・公営企業会計と合
わせて「全体財務書類」に含む。
「全体財務書類」に第三セクター等の関連団体を含め
た「連結財務書類」も作成する。

貸借対照表の表
示

流動性配列法（流動資産から表示）による 固定性配列法（固定資産から表示）による

公園に係る資産
の区分

事業用資産に区分 インフラ資産に区分

減価償却累計額
及び減損損失累
計額の表示区分

直接法（各固定資産から価値を直接減らしていく）で
表示

間接法（各固定資産から価値を直接減らさず、「減価
償却累計額」及び「減損損失累計額」という勘定科目
を用いる）で表示

未収金の表示区
分

収入未済の収益及び財源は全て流動資産の「未収金」
と表示

現年調定現年収入未済の収益及び財源は流動資産であ
る「未収金」、滞納繰越調定収入未済の収益及び財源
を固定資産である「長期延滞債権」と表示

貸倒引当金の表
示区分

該当の各勘定科目ごとに「貸倒引当金」を表示
流動資産、固定資産でそれぞれ該当の各勘定科目ごと
に分けず「徴収不能引当金」として合算して表示

連結対象団体及
び会計に対する
出資金等の減損
の表示区分

直接法（出資金から価値を直接減らしていく）で表示
間接法（出資金から価値を直接減らさず、「投資損失
引当金」という勘定科目を用いる）で表示

寄附等による資
産の受贈の表示
区分

行政コスト計算書の「特別利益」に表示 純資産変動計算書に「無償所管替等」として表示

資金収支計算書
における歳計外
現金の表示

歳計現金と歳計外現金を区別しない 歳計現金と歳計外現金を区別

 各地方公共団体の規定等に準じた資産計上基準を設けることが許容されているもの
区分 統一的な基準における原則的な考え方 大阪市で採用している考え方（市基準を準用）

有形固定資産計
上基準

取得原価が判明しているものは原則として取得原価と
し、取得原価が不明なものは原則として再調達原価。
ただし、道路、河川及び水路の敷地については、昭和
59年度以前に取得したもの、取得原価が不明なもの、
無償で移管を受けたものは原則として備忘価額１円。

大阪市基準に基づき、原則は取得価格とし、無償で取
得した資産は時価等を基準として公平に評価した額に
より計上している。

相殺消去しなく
てよいもの

水道料金、下水道使用料、施設使用料等条例で金額を
定められているものをはじめ、「投資と資本の相殺消
去」及び「貸付金・借入金等の債権債務の消去」を除
き年間取引額が少額（例えば100万円未満）の取引
（※）、連結対象団体（会計）が支払った住民税や固
定資産税等の税金については、相殺消去の対象から除
くことができる。
※収益及び費用のうち
　　負担金、交付金
　　財産の売買
　　受取利息及び配当金
　　支払利息及び配当金

「補助金の支出・収入」、「資産購入・売却・当該取
引における未実現損益」、「委託料の支払・受取」及
び「利息の支払・受取」については重要性の観点から
年間取引高が100億円未満の場合は相殺消去の対象とし
ないことができる。


